
3．r目本型」地域スポーツクラブは構想・実現できるのか？
　　　一文部省「総合型地域スポーツクラブ」の概要と検証の視点一

尾崎正峰

はじめに

　1995（平成7）年度から、文部省は「総合型地

域スポーツクラブ」のモデル事業を進めている。

後に表で掲げるように、現時点までに、全国で19

カ所の市町村がモデル事業の指定を受けている。

このなかには、文字通りr総合型」をめざしてク

ラブ組織を立ち上げ、日常的なスポーツ活動のほ

かにスポーツ教室の開講などを実施し、すでに3

年間という指定期問を完了した地域もある。（P

　これまでの地域スポーツ振興に関する議論を概

観するに、地域における住民の自主的なスポーッ

クラブの問題は大きな位置を占めてきたといって

よい。とくに、議論が盛んに行われていた1970

年代、クラブをめぐっては、実践的にも理論的に

も、各方面から議論百出の観を呈していた。それ

は、1980年代に入ってから、地域スポーツ研究

を始めた「遅れてきたる者」としての筆者の偽ら

ざる感想である。

　そこでの議論の特徴については、別稿において

検討したことがあるが（21、一つの特徴としてと

らえられることは、ヨーロッパ型の地域スポーッ

クラブを、ある種の理念型、ないしは、理想とと

らえていたことではないだろうか。「ヨーロッパ

をめざせj　rヨーロッパに追いつけ」式の思いが、

ことのほか強かったように思われる。（31それは、

地域におけるスポーツ活動の発展のための条件整

備を求める運動のなかにおいても同様のものがあ

ったろう。

　しかし、現実の姿として、それ以後、四半世紀

という決して短くない時の経過のなかにおいて

も、日本の地域にヨーロッパ型のスポーツクラブ

は定着してこなかった。

　そうした状況下、現時点において、なぜ文部省

がr総合型地域スポーツクラブ」を政策として推

進しようとしているのか。

　文部省自身も表明しているように、政策モデル

としてヨーロッパのスポーツクラブに範を取って

いることからするならば、今度こそ、日本の地域

にヨーロッパ型のスポーツクラブを根づかせよう

とする決意表明ととらえてよいのであろうか。

　その一方で、モデル市町村事業の実施など、政

策として実行に移された段階にいたっても、「総

合型地域スポーツクラブ」は、必ずしも肯定的、

ないしは、積極的に受けとめられていないように

思われる。

　地域スポーツに関わる多くの人々が、期待とあ

こがれにも似た思いを抱くヨーロッパ型のスポー

ツクラブが、いざ政策的に推進されたとき、人々

が疑心暗鬼でこれを見っめる。言葉の上だけで見

れば不思議なこのことがらが、どこに起因するの

あろうか。

　そこで、本稿では、こうした不思議さが起こっ

てくる基盤をとらえることをねらいとする。ただ

し、現時点の具体的な作業としては、「総合型地

域スポーツクラブ」の政策的意図と、そこに見る

問題点を列挙するにとどまざるを得ない。

1．文部省が提唱するr総合型地域スポーツクラ

ブ」とは何か

　地域住民によって自主的に組織されたスポーツ

クラブは、現在、全国各地において数多く活動し

ている。財団法人日本スポーツクラブ協会が1994

年に実施したスポーツクラブの実態に関する調査

によれば、公共スポーツ施設（学校体育施設開放

を含む）を拠点に活動している地域スポーツクラ

ブ数は37万にも上るものと推計されている。そ

れらのクラブに参加している人々の数は、Ll69

万人とされている。
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　また、前掲の別稿において述べたように、1970

年代に結成され、20年以上の長きにわたって活

動を続け、特徴的な実践を蓄積しているクラブを

全国各地に見ることができる。ωそうしたクラブ

は、文字通り地域に根ざし、地域の多くの人々を

巻き込みながら、多様な活動を展開している。日

本の地域スポーツクラブは、数の面だけでなく、

内容面においても貴重な経験が積み重ねられてき

ているということができるであろう。

　以上のことを総体としてみた場合、日本の地域

スポーツクラブの活動は盛んであり、地域に根づ

いた特徴的な実践を展開している、と結論づける

ことも可能であろう。

　そうした状況認識に立っとき、なぜ、今この時

期にr総合型地域スポーツクラブ」なのか、こと

さらに新しい提言を行う根拠はどこにあるのか、

今までのクラブではどこがだめなのか、という素

朴な疑問が出てくる。

　まず、r総合型地域スポーツクラブjのr特色」

とは何なのかを簡単に見ていこう。政策提言サイ

ドからは、以下のような説明がなされている。㈲

①単一のスポーツ種目ではなく、複数のスポー

　ツ種目を包含し、住民の多様なスポーツニー

　ズに応えることができる。

②地域スポーツセンター等を活動の拠点とし、

　学校体育施設や他の公共スポーツ施設等との

　連携を図りながら、定期的、計画的なスポー

　ツ活動を行うことができ、参加者が日常的に

　スポーツ活動に親しむことができる。

③文部大臣認定の資格を有した社会体育指導者

　等の有資格指導者を配置し、参加者個々のス

　ポーツニーズの相違や技能レベルに応じて適

　切な指導が行え、自主的、継続的なスポーツ

　活動を促進することができる。

④教室、大会等をはじめとする多彩なプログラ

　ムや行事がクラブ員に提供されるのみなら

　ず、地域住民を対象とした各種イベントを開

　催し、地域に根ざすスポーツクラブである。

　こうした「総合型地域スポーツクラブ」の「特

色」づけは、これまでの地域スポーツクラブに対

するどのような現状認識、問題認識のもとになさ

れたものであろうか。

　たとえば、大木昭一郎は、「総合型地域スポー

ツクラブ」の目的、必要性、利点等を以下の6点

としてあげている。⑥

　①クラブの継続性の確保のために

　②施設使用の効率化のために

　③指導者の確保のために

　④クラブ運営・事務の適正化のために

　⑤安定した財源の確保のために

　⑥クラブの公共性の向上のために

　では、大木のクラブに対する現状認識、問題認

識とはいかなるものであろうか。

　大木は前掲の日本スポーツクラブ協会の調査結

果をひとつの論拠として、以下のように述べてい

る。

　まず、rクラブの継続性の確保」という点にっ

いてであるが、調査結果から、クラブが解散、な

いしは活動停止の状態になってしまう傾向が見ら

れるという。

　1978～84年までに設立されたクラブが、同協

会の1989年調査では全体の436％であったのに

対して、1994年調査では全体の29．1％に低下し

たことがあげられている。全体のクラブ数の増加

分を差し引いても、かなりの数のクラブが消滅し

たということはできるであろう。こうした状況を

鑑みて、「簡単には消滅しない安定したクラブ」

をつくるというねらいが出てきている

　この点を含めて、大木がクラブの問題状況とし

て、とりわけ深刻なものと認識している点は、上

記の調査結果が示している1クラブの平均会員数

32人というr少なさ」「小ささ1であると思われ

る。

　会員数が少ないために、日く、施設の利用がr非

効率」、日く、指導者を依頼する財源が確保でき

ない、日く、財政基盤が脆弱である。明言はされ

ていないが、前述の、クラブがつぶれるのも会員
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数が少ないからだ、という認識も伏在していると

思われる。

　こうした状況に対して、クラブ会員の規模が拡

大すれば、問題解決が図られ、多彩なプログラム

の提供などが可能となり、r公共性の向上」が可

能となるという。その解決の具体的な像がr総合

型地域スポーツクラブ」である、という結論に導

かれている。

3．r総合型地域スポーツクラブ」モデル市町村

事業の概要

　前述のように1995（平成7）年度から開始さ

れた「総合型地域スポーツクラブ」モデル事業で

あるが、指定を受けた市町村は以下の19カ所で

ある。

　ここでは、クラブの会員数と対象地域の人口、

会員数の人口比、そして、拠点施設を列挙した表

としてまとめてみた。

表1　総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業実施市町村

会員数　人口　　人口比

＜平成7～9年度＞

岩手県金ヶ崎町　　972 16，408

山形県鶴岡市　　1，545　101，095

愛知県半田市　2，243

　　（成岩中学校区）

広島県熊野町　　663

福岡県北九州市　1，532

　　（大谷中学校区）

宮崎県田野町　　800

5
，
9

15

18．000　　　125

26，163　　　　2．5

12，8H　12，0

12，518　　　　6．4

＜平成8～10年度＞

秋田県琴丘町　6，604　　6，604　100．0

新潟県新井市　2，440　28，556　　8．5

富山県福野町　　3，000

岐阜県揖斐川町　　640

滋賀県蒲生町　　2，100

兵庫県姫路市　　750

（姫路市南西部）

岡山県岡山市　　325

山口県新南陽市　2，000

15，114

19，516

13，733

？

614．751

33．189

19．8
3
．
3

15．3

9

Ol
6
．
0

拠点　施設

金ヶ崎町生涯スポーツセンター

6地区生涯教育センター

鶴岡市小真木原総合体育館・陸上競技場

鶴岡市小真木原多目的広場・テニスコート

半田市立成岩中学校

熊野町民体育館、熊野町民グラウンド

戸畑体育館

田野町体育館

ことおか中央公園スカルパ、小瀬川運動公園

新井市民体育館、新井総合公園、屋外運動場

市内小学校（B校）、新井中学校

福野町B＆G海洋センター、福野町体育館

揖斐川町民体育館、健康広場ミーナ

蒲生町民体育館

姫路市立広畑第二小学校体育館・運動場

広畑トレーニングルーム

岡山市総合文化体育館

新南陽市体育館、市内小中学校（7校）

＊地域スポーッ推進研究会編著『スポーツクラブのすすめ』、ぎょうせい、

　1999、より作成
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表1（続き）

＜平成9～ll年度＞

三重県明和町　　1，500　22，000　　6，8

愛知県波方町　　500　　9，966　　5．0

＜平成10～12年度＞

栃木県石橋町　　1，000

千葉県三芳村　　400

広島県吉田町　　660

19，306　　　　5．2

4，588　　　　8．7

11，741　　　5．6

明和町営総合体育館、明和中学校体育館

波方町民体育館、波方公園体育施設

大松山運動公園

三芳中学校、三芳村農村環境改善センター

吉田運動公園、吉田サッカー公園

4．r総合型地域スポーツクラブj～検証の視点

　前項の表に見るように、モデル事業指定市町村

の数は年々増えていっているが、その実施、事業

終了後の地域での定着を図るうえで、どのような

問題があるのであろうか。

　現時点では、仮説的な部分も多いが、以下のよ

うに論点を整理しておきたい。

（1）クラブのr拠点施設」と公共スポーツ施設

の整備状況

　「総合型地域スポーツクラブ』を現実のものと

しようとするとき、最初にぶつかり、ネックとな

るのが施設問題であろう。それは、これまでに、

くり返し議論されてきた公共スポーツ施設の未整

備の問題と密接に関連している。

　いうまでもなく、r総合型地域スポーツクラブ」

には「拠点」となる施設は不可欠である。モデル

事業の「マニュアル」にも当然のことながら「拠

点施設」の必要性と重要性が述べられている。

　ここでいう「拠点施設」たる要件は、クラブの

活動のために必要な広さや設備はもちろんのこと

として、もっとも重要な点は、クラブ員であれば

rいっでも」自由に使用できることがある（ヨー

ロッパ型をめざすというのであれば、クラブ所有

の施設ということまで想定することもできるだろ

う〕。

　しかし、現状として、上記の要件を満たす施設

を保有している市町村の数はきわめて少ないであ

ろう。それは、第一義的には、公共スポーツ施設

の整備が遅々として進んでいないことの反映であ

る。モデル市町村においてすら、そのすべてがr拠

点施設」を用意できているとはいいがたいように

思われる。ω

　そうした現状のなかでの現実的な選択として提

示されているのが、r学校開放の活用」であろう。

　これまでも、学校開放は、地域のスポーツクラ

ブの貴重な活動基盤として機能してきている。

　同時に、地域社会の再生や地域の教育力の復活

を意図する立場から、学校（教育）と社会（教育）

の連携ということがしばしば叫ばれてきた。

　そうした歴史と現状を見るとき、地域スポーツ

クラブの活動基盤として学校体育施設を活用する

ことの意味は十分理解できるものである。

　しかし、学校開放の「限界」の存在について、

これまでにも指摘されてきたことも想起する必要

があろう。「総合型地域スポーツクラブ」の展開

が、その「限界」をどのように乗り越えていくこ

とになるのか。その道筋について、必ずしも明示

的ではない。

　以上を概括すれば、公共スポーツ施設整備を現

状のままにしておくならば、「総合型地域スポー

ツクラブ」は理念としては是とされたとしても、

その実現可能性は、ほとんどないのではないか、

というのが筆者の現状認識である。囲
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（2）r大きいことはいいこと」か？

　　　　～クラブをささえ、すすめる人々

　まず、筆者としては、「大きな」クラブをつく

るという政策提言の裏側にあるところの、「小さ

なjクラブに対するマイナス・イメージには賛同

しがたいものがある。

　すべてのクラブがr総合型」になる必要がある

のか。ヨーロッパにおいても小さな単一のクラブ

があるではないか。多様性を認め、それぞれが成

立していくような仕組み、システムを考えていく

ことが必要なのではないだろうか。

　以上のように考えるのは、第一に、「小さなj

クラブでも特徴的な実践を展開している例が少な

くないことがある。第二に、r大きく」なること

ですべての問題が解決するのであろうかという素

朴な疑問からである。

　現在、クラブは内に外に多くの課題を抱えてい

る。そこでは、規模の問題のみならず、さまざま

な厳しさが折り重なった状況に、クラブは直面し

ているように思われる。ゆそのなかには、規模が

大きくなったとしても、住民が自主的に運営して

いくクラブであるならば、共通して直面するであ

ろう課題も含まれている。

　たとえば、クラブを自主運営していく上での、

会員一人ひとりの運営参加とその自覚化という問

題である。従来のクラブ運営でいわれてきたrゲ

スト化」とその克服は、「総合型地域スポーツク

ラブ」にも共通していよう。rおんぶにだっこ」

のモデル事業が終了した後、本当の自主クラブと

して活動していくとき、クラブ運営に主体的に関

わる人々を生み出すことができるのか。そこにこ

そ真価が問われてくる。

　クラブをささえ、すすめる人々の存在は、施設

問題と並んで、ある意味では、車の両輪のように

重要な点である。

おわりに

　日本において「総合型地域スポーツクラブ」を

現実のものとするためには、多くの越えるべき課

題がある。

　本稿では、r総合型地域スポーツクラブ」に対

して疑問を含めて批判的な検討をしてきたが、こ

れを全否定することはできないし、また、意味の

ないことであろう。

　クラブを発展させていくことは、地域スポーツ

の展開のためには必要不可欠のものである。これ

までの地域におけるクラブの実践の総括を行いな

がら、将来像を見通していくことが今求められて

いる。

（注）

（旦）日本体育協会も1997（平成9）年度から、ス

ポーツ少年団を核とした「総合型地域スポーツク

ラブ育成事業」を実施している。

　1997（平成9）年度6カ所、且998（平成10）

年度9カ所の地区指定を行っている。

（2）①拙稿r『地域スポーツ計画とクラブ』論・覚

書」『問い続けるわれら』、教育実践検討会、1998。

②拙稿r『時代経験』のヴァージョン・アップを」

『スポーツと生きる』、現代社会体育研究会、1998。

③現代祉会体育研究会（文責：尾崎）r『三鷹方式』

から30年～地域のスポーツクラブのさらなる発

展と行政のサポート」『日本の社会教育実践

1998』、社会教育推進全国協議会、1998。

　上記の拙稿で、主として検討した論稿は以下の

ものである。

①沢登貞行・村上克己『コミュニティ・スポーツ

ヘの挑戦』、不昧堂出版、1980。

②森川貞夫編著『社会体育のすすめ方』、総合労

働研究所、1980。

③伊藤高弘r地域スポーツ計画と主体形成」『ス

ポーツ政策』、大修館書店、1978。

（3）しかし、ここでこのようにいうことは、この

時期のすべての議論がヨーロッパ礼賛一色に染ま

っていたということを意味しない。ヨーロッパの

クラブに関する政策・行政に関する間題点につい

て客観的な検証もなされていた。

（4）代表的なものとして、蓮見良造『実践コミュ

ニティ・スポーツ』、大修館書店、1992。
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　向陽スポーツ文化クラブ『コミュニティクラブ

と学校開放』、不昧堂出版、1986、など。

（5〉文部省体育局生涯スポーツ課「総合型地域ス

ポーツクラブ育成モデル事業」『スポーツと健康』

1995年6月号。

　ほかに、地域スポーツ推進研究会編著『スポー

ツクラブのすすめ』、ぎょうせい、1999、など。

（6）大木昭一郎「21世紀に向けたスポーツライフ

の創造」『スポーツと健康』1995年6月号。

（7〉モデル市町村の中で、この施設問題をクリア

しているように見えるのは岩手県金ヶ崎町であ

る。「拠点j施設として、生涯スポーツセンター

のほか、地区ごとに生涯教育センターがある。こ

うした基盤整備が可能になった点については、町

の行政運営と補助金に関する歴史的経緯と併せて

検討されるべきであろう。

　この点については、庄司興吉編著『地域社会計

画と住民自治』、梓出版社、1985。

　庄司興吉編著『住民意識の可能性』、梓出版仕、

1986、を参照。

（8）公共スポーツ施設のr非効率」な利用の現状

という問題提起については前述したが、施設の利

用上の工夫は多くの人々の手によってこれまでも

なされてきたし、これからもなされていくであろ

う。しかし、そうした住民・利用者の知恵と努力

の多くが、基盤整備の不十分さを補うために費や

されていることは正常な姿ではないであろう。

（9）筆者は、これまでにこうした問題状況を総称

して「クラブの内憂外患」と表現している。前掲

（2〉参照。
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